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論 文 の 要 旨 

 本論文は、英語と日本語における移動表現のなかでも、近年注目されている「経路をコード化しない」手段

による表現を考察し、意味合成と語用論の観点から当該手段の認可条件を明らかにするものである。経路をコ

ード化しない手段とは、経路を表す語句がないにも関わらず、場所表現が移動の着点として解釈される現象を

指す。本論文では、当該手段によって表現される移動事象においても経路概念が解釈強制によって産出される

とし、その現象を「経路強制」と呼ぶ。経路強制の仕組みを明らかにするために、本論文では、①英語におけ

る移動様態動詞と移動の着点として解釈される場所表現（in 句、on 句、under 句）の共起に関する成立条件、

②日本語における移動様態動詞と移動の着点として解釈されるニ格名詞句の共起を可能にする「語りの文体」

と「使役構文」の機能、③日英語における場所表現の着点解釈を可能にする要因の共通点と相違点という 3
つの事例を取り上げる。これらの事例研究をもとに、大きく次の 2 点を主張するのが本論文の狙いである。 
 (1) 経路強制は、意味論レベルで動詞が経路概念の一部である「中間経路」を表し、場所句表現が「場所」

を表す場合に可能になる。そして、解釈強制を妨げる個別言語固有の文法的制約がない場合、もしくは

それを一時的に解除するような構文的特性や文脈が働く場合に、経路強制が成立する。 
 (2) 日英語における経路強制の制約の違いは、Talmy (1991, 2000)のいう「衛星枠付け言語的特性」、つま

り動詞以外の前置詞などの要素が経路概念をコード化するという言語的特性の有無に還元される。 
 本論文は 7 章からなる。第 1 章は序論で、本論文の目的と構成が述べられる。 
 第 2 章では、近年論じられている「様態・結果の相補性」の妥当性が検証される。様態・結果の相補性とは、

動詞は様態・結果の意味を同時に語彙化することができないという仮説である。本論文が考察対象とする「経
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路をコード化しない」手段において、経路概念は結果の意味に分類されることから、当該仮説が示すように移

動様態動詞は経路をコード化しないという前提が成立する必要がある。したがって、本論文のためには、まず、

この仮説の妥当性が支持されなければならない。ところが、この仮説は反例があり、妥当でないとする先行研

究がある。本章では、その先行研究の例を詳細に検討し、それが真の反例でないことを実証することによって、

様態・結果の相補性が依然として支持される仮説であることを示している。 
 第3章は、英語における場所前置詞句の着点解釈が可能になる事例を考察し、当該事例の成立条件を意味・

談話的観点から明らかにする。場所前置詞句は、位置変化を表す移動動詞と共起すると、文脈に関わらず、移

動の着点として解釈される（例：John came in the room.）。一方、移動様態動詞と共起する場合は、動詞や

文脈により着点解釈の可能性が異なる（例：They {ran/walked/??danced/??crawled} in the room.）。この事

実を説明するために、著者は、場所表現が移動の着点として強制的に解釈される「経路強制」という仕組みを

提案する。つまり、動詞が運動、様態、そして中間経路を、前置詞句が場所をそれぞれコード化し、文脈によ

って場所が下位概念である着点にタイプシフトする場合に、経路強制が可能になるというものである。 
 第4章では、日本語における移動様態動詞と着点として解釈されるニ格名詞句の共起について考察される。

従来は、移動様態動詞単体ではニ格名詞句を着点項として取れないとされてきた。しかし本章では、全知全能

の語り手による文体では、移動様態動詞と着点解釈のニ格名詞句が問題なく共起するという事実が新たに指摘

される（例：「交番を出た二人は無言のまま駅に歩いた」『慟哭の大地』）。著者は、日本語においても、経

路強制が可能になる条件として、意味論レベルでは動詞に中間経路概念が含まれなければならないと主張した

うえで、全知全能の語り手の視点を介した事態把握では、通常日本語で課せられる視点の制約が一時的に解除

されることから、日本語において無標である「いく・くる」の直示的視点に縛られず、鳥瞰的視点のもとで移

動の事態把握が可能になるので、英語と同様の経路強制が生じると説明する。 
 第5章は、日本語における移動様態動詞と着点解釈のニ格名詞句の共起に関するさらなる事例として、使役

構文を検討する。まず、使役構文の「病臥中の御家人は代理の者を館に走らせた」（『源実朝の生涯』）のよ

うな例では、移動様態動詞と着点解釈のニ格名詞句が問題なく共起するという事実が指摘される。さらに、使

役構文の場合も、動詞に中間経路概念が含まれなければならないという意味論レベルの条件が適用することが

示される（例：「*花子は太郎を駅に踊らせた」）。そして、使役構文の中でも経路強制が可能なのは、いわ

ゆる直接使役の場合のみであり、間接使役では容認されないことが明らかにされる。直接使役は、被使役者に

よって引き起こされる下位事象が達成されることを、使役者が強く想定しているものである。位置変化事象の

達成は移動物の着点への到達を意味するので、直接使役が表す、下位事象の強制的達成という構文的特性によ

って、移動の着点性が意味的に保証されるため、経路強制が引き起こされるというように説明される。 
 第6章は、第3章から第5章までの議論を踏まえて、日英語の経路強制における共通点と相違点が論じられる。

英語も日本語も、経路強制において、意味論のレベルでは相違はないものの、構文や文脈における制約には違

いがある。英語は場所句表現によって表される「場所」が「着点」であることを保証する文脈があれば、経路

強制は可能になる。しかし、日本語は全知全能の語り手の視点を介した事態把握であることや、直接使役にお

ける下位事象の強制的達成の含意など、語用論的ないし構文的特殊性が不可欠である。著者は、この違いを

Talmy (1991, 2000)のいう「衛星枠付け言語的特性」の有無に還元する。つまり、英語では前置詞が移動事象

の核となる意味要素をコード化できるため、場所を着点として解釈するだけで強制が起こりうるのである。一

方、日本語では、動詞が移動事象の核となる意味要素をコード化するので、着点を項として本来的に取れない

動詞が着点のニ格名詞句と共起するためには、特殊な文体や構文などの特性によって、通常なら許されない文

法的不適合性を解除する必要があるとして説明される。 
 第 7 章は本論文のまとめであり、結論とともに今後の展望が述べられる。 
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審 査 の 要 旨 
１ 批評 
 本論文は、日英語の移動表現に関してこれまであまり取り上げられることのなかった現象に注目し、それを

意味・語用論的観点から考察するとともに、その現象に対して原理的な説明を与えようとするものである。本

論文が考察対象とするのは、移動表現のなかでも、特に walk, run や「歩く、走る」などの移動様態動詞であ

る。移動様態動詞は移動の様態に焦点をあてるために、着点に至る経路はコード化しない動詞である。したが

って例えば、walk に場所表現がついた walk in the room は、部屋の中で歩行するという意味を表すのが普通

である。ところが、この表現には「部屋に歩いて入る」という着点解釈を与えることも可能なのである。 
 まず、この英語の現象を説明するために著者が提案しているのが、場所表現を移動の着点として読み替える

経路強制という意味合成の仕組みである。経路強制が可能であるためには、一定の場所が着点として捉えられ

る文脈情報があることに加えて、問題となる動詞が中間経路概念を含まなければならないという条件が不可欠

である。この条件により、移動様態動詞でも dance, crawl などは中間経路を含意しないので、経路強制は起

こらないということが説明される。英語の移動表現の研究は数多くあるが、本論文は、何よりもまず、上記の

現象を経路強制という意味論的仕組みによって説明する点においてきわめて独創的であると言える。 
 次に、日本語の移動様態動詞に目を向けると、従来の研究では、移動様態動詞と着点解釈のニ格名詞句は共

起できないとされ、したがって例えば「駅に歩く」は容認されず、「駅に歩いていく／くる」のように表現す

る必要があると言われてきた。ところが、著者は実例をあげて、小説の語りの文体や直接使役構文では、この

タイプの表現が実際に用いられていることを指摘するとともに、ここでも経路強制という観点から原理づけら

れた説明を行っている。つまり、語りの文体では全知全能の語り手の視点が、日本語で通常働く「いく／くる」

などの視点制約を解除すること、また、直接使役では下位事象の強制的達成という構文的特性が関与すること

が、それぞれ、経路強制の誘発を可能にするという説明である。日本語の移動表現の研究も数多くあるが、こ

のような事実の指摘とその説明は他に類を見ないものであり、本論文はこの点でも独創的な研究である。 
 さらに、日英語における経路強制の制約の違いを Talmy のいう衛星枠付け言語の特性と結びつけ、英語の

ように前置詞的要素が経路概念の核となる場合は、経路強制が生じやすいのに対し、日本語のように動詞が経

路概念の核となる動詞枠付け言語では、特殊な文体や構文の特性によって経路強制が成立するとの一般化も非

常に興味深く、洞察に富むものである。このように本論文は、移動表現の日英語比較研究に、記述と理論の両

面において重要な貢献をなすものとして高く評価することができる。 
 ただし、本論文が移動表現の類型論的研究にも大きく貢献するためには、英語以外の衛星枠付け言語や日本

語以外の動詞枠付け言語における経路強制の現象も取り上げ、本論文の分析との関係でその実態を詳細に検討

していくことが求められる。もちろんこれは、著者自身も第 7 章で言及しているように、今後の課題として取

り組むべきテーマであり、本論文の価値を何ら損なうものではない。 
 
２ 最終試験 
 平成 30 年 1 月 19 日、人文社会科学研究科学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと、本論

文について著者に説明を求めた後、関連事項について質疑応答を行った。審議の結果、審査委員全員一致で合

格と判定された。 
 
３ 結論 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（言語学）の学位を受けるに十分な資格を有

するものと認める。 


